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　一般社団法人等を利用した相続税節税ス
キームを封じ込めるため、平成30年度税制
改正では「相続税法66条の2（特定の一般
社団法人等に対する課税）」が創設されてい
る（概要は図参照）。
　具体的には、一般社団法人等（公益社団法
人等を除く）の理事である者（理事でなく
なった日から5年を経過していない者を含む）
が死亡した場合に、その一般社団法人等が

「特定一般社団法人等」に該当するときは、
その特定一般社団法人等がその死亡した者

（以下「被相続人」）の相続開始時におけるそ
の特定一般社団法人等の純資産額についてそ
の時における同族理事の数に1を加えた数で
除して計算した金額に相当する金額を被相続
人から遺贈により取得したものとみなして、
その特定一般社団法人等に相続税を課税する
こととされた。なお、特定一般社団法人等の
純資産額は、被相続人の相続開始時に特定一
般社団法人等が有する財産（その被相続人か

ら遺贈により取得したものなどを除く）の価
額の合計額から特定一般社団法人等が有する
債務で被相続人の相続開始の際に現に存する
もの（確実と認められるものに限る）の金額
を控除するなどして算定されることとなる

（改正相令34）。
　課税の対象となる一般特定社団法人等は、
①相続開始の直前における同族理事数の総理
事数に占める割合が2分の1を超えること、
②相続開始前5年以内において同族理事数の
総理事数に占める割合が2分の1を超える期
間の合計が3年以上であることのいずれかを
満たす一般社団法人等である（改正相法66
の2②三）。
　この改正は、平成30年4月1日以後の一
般社団法人等の理事の死亡に係る相続税につ
いて適用されるが、同日前に設立された一般
社団法人等については、平成33年4月1日
以後のその一般社団法人等の理事（理事でな
くなった日から5年を経過していない者を含
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む）の死亡に係る相続税について適用される
などの経過措置が手当てされている（税制改
正法附則43⑤）。
平成30年4月1日以後の贈与等により適用
　また平成30年度税制改正では、特定の一
般社団法人等に対する課税の創設にあわせる
かたちで、個人から一般社団法人等に対する
贈与について、親族が役員のうち3分の1超
などの要件を満たせば一般社団法人等に贈与
税等が課税される旨の規定（相法66④、旧
相令33③）を明確化する改正も実施されて
いる。具体的には、贈与等により財産を取得
した一般社団法人又は一般財団法人（公益社
団法人等を除く）が、①贈与等時の定款又は
規則等において役員に占める親族割合が3分
の1以下であり、解散時の残余財産の帰属先
が国等とする旨の定めがあること、②贈与等
の3年以内前に贈与者等に対して特別利益を
与えたことがなく、かつ、贈与時の定款に贈

与者等に対し特別利益を与える旨の定めがな
いこと、③贈与等の3年以内前に国税等の重
加算税等を課されたことがないことの要件

（改正相令33④一二三）のすべてを満たした
うえで、運営組織が適正であることなどの要
件（改正相令33③一二三四）のすべてを満
たすときは相続税法66条4項の相続税又は
贈与税の負担が不当に減少する結果となると
は認められないものとするとされた（改正相
令33③）。一方で、贈与等により財産を取得
した一般社団法人等が改正相続税法施行令
33条4項の要件のいずれかを満たさないと
きは、相続税法66条4項の相続税又は贈与
税の負担が不当に減少する結果となると認め
られるものとすることによる課税がなされる
ことが明確化されている（改正相令33④）。
　この改正は、平成30年4月1日以後に贈
与等により取得する財産に係る相続税又は贈
与税について適用される。

❸ ❺

❹

×

給与等支給額

平均給与等支給額

基準事業年度

要件をすべて
満たし、
適用可能

要件②を満たして
いないので、適用不可
（前年度より総額⬇）

要件をすべて
満たし、
適用可能

（簿価500、時価700）

資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）

A社の税務処理 100%グループ内

簿価（600）で譲渡

B社A社
土　地

（時価1,000）

A社の税務処理 100%グループ内

簿価（600）で譲渡

土地譲渡

土　地
（時価1,000）

現　　　金 1,000 土　地 600
  固定資産譲渡益 400
譲渡損益調整勘定繰入額 400 譲渡損益調整勘定 400

「1株当たりの利益金額」に加算する必要なし

譲渡損益調整勘定 400 譲渡損益調整勘定戻入額 400

B社

C社

A社

【図2】納税者（原告）の主張と裁判所の判断【図】事案の概要

裁判所 顧問税理士（被告）

貸主 借主
（納税者）

店舗管理人

納税者（原告）

❶
顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。

買換資産の取得期限

給
与
等
支
給
額

平成21年8月から
平成23年6月まで
の期間（一定期間を
除く）について、延滞
税が発生。

平成21年8月
納付

平成23年1月
還付

平成23年6月
納付

2%以上増額

当初申告額

約4,185万円
約3,035万円 約3,071万円

適用3年目

平均給与等支給額

基準事業年度
からの増加額

A国の金融機関

・・ X国人口座

店舗

敷地

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

賃借料

貸主出国の4か月後、
貸主が「非居住者」に
なった旨を連絡

期限後納付を
理由に不納付
加算税を賦課

不納付加算税は違法
（判断のポイントは下
表を参照）

賃借料に係る
源泉所得税を
期限後納付

❸外国の税務当局に対して
まとめて定期的に情報提供

税務署

国税不服審判所

❶

❷

国 税 庁

A国の税務当局

A国の税務当局

B国の税務当局

B国の
税務当局

C国の税務当局

日本人・乙

日本人・甲

報告

報告

A国人
（A国居住者）

中小企業
（非上場）
の経営者

親
生前贈与・相続

事業を続けて
いる限り
納税猶予

・複数人→1人への承継
　1人→最大3人への承継
　についても
　事業承継税制の対象とする
・親族外の後継者について
　相続時精算課税の対象とする

・経営者が作成
・後継者指名や経営見通し等
・金融機関その他の認定支援
　機関の指導助言

その後の猶予期間も含めて
本特例が適用される

株式

会社

後継者
子

土地・建物

A社
X事業

○登録免許税
○不動産取得税 を軽減

認定

【中小企業等経営強化法】

改正経営力
向上計画（仮称）

申請

事業譲渡等

今後10年間の贈与・相続に対する特例として、代替わりを促進。

猶予割合100％

雇用要件は弾力化

経営環境変化に対応した減免制度

入口の要件の抜本緩和

総株式の最大3分の2が対象

猶予割合80％

承継後5年間平均8割の
雇用維持が必要

承継後の負担の
抜本軽減

5年以内の承継計画の届出

＝ 会社を譲渡（M&Aなど）・解散した場合には、贈与税・相続税を全額納付。

会社を譲渡（M&Aなど）・解散した場合には、その時点の株式価値で税額を再計算して差額を減免。
　→贈与税・相続税負担に対する将来懸念を軽減。

10年以内の贈与・相続が対象

（会社の一部の事業譲渡、吸収合併の場合にも適用）

承継パターンの拡大

B国人
（B国居住者）

日本

A国

A国

B国

B国

C国

A

B

C国の金融機関

甲の口座情報

乙の口座情報
丙の口座情報

日本法人・丙

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

乙の口座情報

甲の口座

乙の口座

丙の口座

A

B

（出典：公正取引委員会資料）

貸主が出国により「居住者」
から「非居住者」に

借主（納税者）に賃借料に
係る源泉徴収義務が発生

店舗・敷地を貸付け

❶
減額更正❷

増額更正❸ ❹

❺

東京地裁

税務署

最高裁

「増額更正に係る税額（上図③）と「減額更正に係る税額（上図②）」との差額（上図③の■部分）につ
いて、当初の法定納期限の翌日（平成21年8月）から増差税額の納期限（平成23年6月）までの期間
に係る延滞税は発生しない。　納税者逆転勝訴

【図表】中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置

【図】一般社団法人に関する相続税・贈与税の見直し

【図表2】「株式又は出資に対応する部分の金額」（資本部分の払戻し）の計算方法（法令23①四）

A国の金融機関

外国の金融機関に口座を保有する日本居住者（個
人・法人等）の情報（名前、個人番号・法人番号（マ
イナンバー）、口座残高、利子・配当等の年間受取
総額等）が、外国の税務当局から国税庁に集まる。

【図】「別訴判決」の概要と更正の請求をめぐる東京地裁の判断

相続人
（納税者）

裁判所

時価（＠1,083円）と譲渡価
額（＠642円）の差額を関係
会社へ求める訴訟を提起。

❷
本件株式の評価額を＠642円
へ修正する旨の更正の請求。❹

更正の請求を認めず。

被相続人と関係会社との
間で本件株式を＠642円
で譲渡する旨の合意あり。
請求棄却（別訴判決）。

❸

「別訴判決」は「判決」（通則法23②一）に該当。
税務署の処分の取り消しを求める訴訟を提起。❻❼「別訴判決」は「判決」（通則法23②一）

に該当せず。請求棄却。

❺

241（36%）

【表2】株主総会の招集の通知の記載事項

ア　株主総会の日時及び場所
イ　株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
ウ　ウェブ掲載事項に係る情報を掲載するウェブサイトのアドレス
エ　会社法298条１項３号に掲げる事項を定めたときは、その旨及び書面による議決権の行使の期限
オ　会社法298条１項４号に掲げる事項を定めたときは、その旨及び電磁的方法による議決権の行使の期限
カ 株主総会の招集の決定において以下の事項を定めたとき（定款に当該事項についての定めがあるとき
を除く。）は、その決定の内容
　・代理人による議決権の行使に関する事項
　・会社法313条第２項の規定による通知の方法

（国税庁資料を一部加工）

オフィスに係る建物等の取得
価額に対し特別償却15%又
は税額控除4%（※）《新設》
※計画承認が平成29年度の
場合は2%
（措置対象：建物、建物附属設
備、構築物）
（取得価額要件：大企業2,000
万円、中小企業1,000万円）

①増加雇用者1人当たり50万
円を税額控除

《従来の40万円に、地方拠点
分は10万円上乗せ》
②法人全体の雇用増加率
10%未満の場合でも、1人
当たり20万円を税額控除
《新設》

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
減
税

地方の
企業の
拠点拡充

①増加雇用者1人当たり最大80万円
を税額控除

《拡充型50万円に、地方拠点分は更
に30万円上乗せ》
②①のうち30万円分は、雇用を維持
していれば、最大3年間継続《新設》
③②は法人全体の雇用増がなくても、
東京から地方への移転者にも適用
《新設》

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
減
税

雇
用
促
進
減
税

東京23区からの移転
の場合、拡充型よりも
支援措置を深堀り

（出典：農林水産省）

5年後に平均8割を満たせず、かつ、
経営悪化している場合などについて
認定支援機関の指導助言

会社を譲渡（M&Aなど）・解散した場
合には、その時点の株式価値で税額
を再計算して差額を減免。

（出典：自民党税制調査会資料）

現 　行

改 正 後

改 正 前

改 正 後

改正概要　（適用期限：平成31年度末まで）

＝

＝ 会社を譲渡（M&Aなど）・解散した場合には、贈与税・相続税を全額納付。

会社を譲渡（M&Aなど）・解散した場合には、その時点の株式価値で税額を再計算して差額を減免。
　→贈与税・相続税負担に対する将来懸念を軽減。

現 　行

＝

経営者が保有する全株式が対象

M&Aを通じた事業承
継を経営力向上計画の
認定制度の対象に追加

A社のX事業を
B社が引継ぎ
経営を強化

経済産業大臣
（基本方針の策定）

主務大臣
（事業分野別指針の策定）

土地
建物

機械
ほか

B社

土地
建物

機械
ほか

X事業 Y事業

資本剰余金（≠資本金等の額）

資本の払戻し（法法24①四）

プロラタ計算

利益剰余金（≠利益積立金）

みなし配当の金額 株式又は出資に対応する部分の金額

受取配当等の益金不算入（法法23①、23の2①） 有価証券の譲渡に係る対価の額（法法61の2①一）

利益部分の払戻し 資本部分の払戻し

株式又は出資に対応する部分の金額（資本部分の払戻し）

払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等（※）
払戻法人の払戻し等に係る株式の総数

国内法人（株主）が直前に有していた
払戻法人の払戻し等に係る株式の数

※  払戻し等の直前の資本金等の額
減少した資本剰余金の額

「資本金等の額 ＋ 利益積立金」（簿価純資産価額）

＝ ×

×

○　同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当
該法人の財産（同族理事の数で等分）を対象に、当該法人に相続税を課税。
※　平成30年4月1日以後の相続に適用。ただし、既存法人については、平成33年4月1日以後の相続に適用。
※　死亡前5年間に同族理事を退任した者が死亡した場合も含む。
※　併せて、個人から一般社団法人への贈与等について一定の要件を満たせば贈与税等を課税する現行規
定を明確化。この際に課税した贈与税等は、上記の相続税から税額控除。
※　上記の見直しは、一般財団法人についても同様とする。

親
理事

一般社団法人

子

一族で実質的に支配

資産を一般社団法人に移転

役員を交代して親から子に財産の支配権を
移転しても、相続税は課税されない。

•H20制度創設
•持分がない
•登記だけで設立できる（行政庁の監督がない）
•役員の人数、親族割合に関する規制がない
•解散して残余財産を関係者で分配可能

（出典：財務省資料を一部加工）

一般社団法人等への贈与で、
贈与税等の課税規定を明確化
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